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（※） 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

 

 

  【中部ブロック取決事項】 

  医 科 

№ 取扱い 根拠 備考 

１ 「1 型糖尿病」又は「１型

糖尿病の疑い」以外に対

する抗グルタミン酸デカ

ルボキシラーゼ抗体（抗Ｇ

ＡＤ抗体）の算定は、原則

として認めない。 

糖尿病に対する抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体

（抗ＧＡＤ抗体）については、すでに糖尿病の診断が確定した

患者に対して 1 型糖尿病の診断に用いた場合に算定できる

検査であると通知上、定められていることから、原則として

「1 型糖尿病」又は「1 型糖尿病の疑い」以外に対する算定は、

認められない。 

令和6年3月

29 日に「審査

の一般的な取

扱い（医科）」

として公表 

２ 「心不全」又は「心不全

の疑い」以外の傷病名に

対する脳性Ｎａ利尿ペプチ

ド（ＢＮＰ）の算定は原則と

して認めない。 

ただし、症状詳記等から

心不全が明らかな場合は

認める。 

脳性Ｎａ利尿ペプチド（ＢＮＰ）については、心不全の診断又

は病態把握のために実施した場合に月 1 回に限り算定する

検査であると通知上、定められていることから、「心不全」又

は「心不全の疑い」以外に対する算定は、原則として認められ

ないものの、「心臓性浮腫」等があり心不全と同様の病態であ

ることが、傷病名や症状詳記等から明らかに判断できる場合

や心不全が類推できる基礎疾患については認める。 

令和6年3月

29 日に「審査

の一般的な取

扱い（医科）」

として公表 

３ 「心不全の疑い」に対し

て連月のＢＮＰ、ＮＴ‐ｐｒｏ

ＢＮＰの算定は原則として

認めない。 

 脳性Ｎａ利尿ペプチド（ＢＮＰ）又は脳性Ｎａ利尿ペプチド前駆

体Ｎ端フラグメント（ＮＴ‐ｐｒｏＢＮＰ）は、心不全の診断又は病

態把握のために実施した場合に算定する検査である。「心不

全の疑い」に対して通常は、初回検査で心不全の診断及び病

態把握が可能であり、その後の経過観察において連月の算定

は、原則として認められない。 

令和 6 年 10

月31日に「審

査の一般的な

取 扱 い （ 医

科）」として公

表 

中部ブロックにおける審査上の取扱い 

（ブロック取決）のご案内 

令和 4 年 12 月 8 日にお知らせした以下の中部ブロックの審査委員会における

審査上の取扱い（ブロック取決）については、支払基金本部に設置した「審査の一般

的な取扱いに関する検討委員会」において検討され、「審査の一般的な取扱い（医

科）」として公表されましたので、お知らせします。 



№ 取扱い 根拠 備考 

４ 「原発性胆汁性肝硬変

（原発性胆汁性胆管炎）」に

対するα－フェトプロテイ

ン（ＡＦＰ）の算定は、原則

として認める。 

「原発性胆汁性胆管炎」は、病因・病態に自己免疫学的機序

が想定される慢性進行性の胆汁うっ滞性肝疾患である。ウイ

ルス性肝炎に比べれば肝細胞癌の発現率は低いが、正常の

人に比べると高く、肝細胞癌に関しては、ＡＦＰが早期発見の

指標となる旨、「原発性胆汁性胆管炎の診療ガイドライン

（2017 年）」に示されている。以上の点を考慮し、「原発性胆

汁性胆管炎」は、通知に示された疾患（肝硬変、ＨＢｓ抗原陽

性の慢性肝炎又はＨＣＶ抗体陽性の慢性肝炎）と同様と考

え、原則認める。 

令和6年4月

30 日に「審査

の一般的な取

扱い（医科）」

として公表 

５ 「全身性エリテマトーデ

ス疑い」に対する抗ＤＮＡ

抗体定性及び抗ＤＮＡ抗

体定量と抗核抗体等の併

算定は、原則として認め

る。 

「全身エリテマトーデス」の診断、経過観察にあたり、感度の

高い抗核抗体と特異度の高い抗ＤＮＡ抗体を組み合わせるこ

とは医学的に意義があり、併算定を認める。 

※  抗核抗体等とは、抗核抗体（蛍光抗体法）定性・抗核抗体 

（蛍光抗体法）半定量・抗核抗体（蛍光抗体）定量・抗核抗体 

（蛍光抗体法を除く）を言う。 

令和6年3月

29 日に「審査

の一般的な取

扱い（医科）」

として公表 

 

本件に関する問合せ先 

中部審査事務センター 

内科・歯科審査室内科審査課         （ＴＥＬ：052-854-6804） 川端 

                            （TEL：052-854-68５８） 加藤 


